
社 会 福 祉 法 人 ふ た ば 福 祉 会  

 

福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 の 見 え る 化 要 件 に つ い て  

 

福 祉 ・ 介 護 職 員 の 処 遇 改 善 に つ き ま し て は 、 平 成 2 9 年 度 の 臨 時 改 定 に お け

る 介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 の 拡 充 も 含 め 、 こ れ ま で 数 次 に わ た る 取 り 組 み が 行

わ れ て 参 り ま し た が 、 「 新 し い 経 済 政 策 パ ッ ケ ー ジ （ 平 成 2 9 年 1 2 月 8 日 閣

議 決 定 ） 」 に お い て 、 「 介 護 人 材 確 保 の た め の 取 組 を よ り 一 層 進 め る た め 、

経 験 ・ 技 能 の あ る 職 員 に 重 点 化 を 図 り な が ら 、 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 更 な る 処 遇

改 善 を 進 め る 。 」 と さ れ 、 令 和 元 年 1 0 月 の 消 費 税 引 き 上 げ に 伴 う 介 護 報 酬 改

定 に お い て 対 応 す る こ と と さ れ ま し た 。  

こ の 事 を 受 け て 、 令 和 元 年 度 の 介 護 報 酬 改 定 に お い て 、 「 介 護 職 員 等 特 定

処 遇 改 善 加 算 」 が 創 設 さ れ た と こ ろ で す 。  

当 該 加 算 を 受 け る た め に は 、 下 記 の 要 件 を 満 た し て い る 必 要 が あ り ま す 。  

 

Ａ ． 現 行 の 介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 （ Ⅰ ） ～ （ Ⅲ ） を 算 定 し て い る こ と 。  

Ｂ ． 職 場 環 境 要 件 に つ い て 、 複 数 の 取 組 を 行 っ て い る こ と 。  

Ｃ ． 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 に 基 づ く 取 組 に つ い て 、 ホ ー ム ペ ー ジ の 掲  

  載 等 を 通 じ た 「 見 え る 化 」 を 行 っ て い る こ と 。  

 

 と い う 3 つ の 要 件 を 満 た し て い る 必 要 が あ り ま す 。  

  

C の 「 見 え る 化 」 要 件 と は 、 令 和 2 年 度 か ら の 算 定 要 件 で 、 情 報 公 開 制 度 や

自 社 の ホ ー ム ペ ー ジ を 活 用 し て 、 新 加 算 の 取 得 状 況 、 賃 金 改 善 以 外 の 処 遇 改

善 に 関 す る 具 体 的 取 組 内 容 を 公 表 し て い る と こ ろ で す 。  

  

  

 以 上 の 要 件 に 基 づ き 、 当 法 人 に お け る 処 遇 改 善 に 関 す る 具 体 的 取 組 （ 賃 金

改 善 以 外 ） に つ き ま し て 、 以 下 の と お り 公 表 し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 職場環境要件 当法人としての取組 

入
職
促
進
に
向
け
た
取
組 

〇法人や事業所の経営理念や支援方針・人材

育成方針、その実現のための施策・仕組みな

どの明確化    

〇他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者

等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い

採用の仕組みの構築   

〇職業体験の受入れや地域行事への参加や主

催等による職業魅力向上の取組の実施 

・内部研修を通じて支援方法の確立を図ってい

る。 

 

・経験者、未経験者を問わず幅広い採用を行っ

ている。 

 

・初任者研修の実習受入れや、行事への参加

を積極的に行う事で魅力を発信している。 

資
質
の
向
上 

〇働きながら介護福祉等の資格取得を目指す

者に対する実務者研修受講支援や、より専門性

の高い支援技術を取得しようとする者に対する

喀痰吸引研修、強度行動障害者支援者養成研

修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対す

るマネジメント研修の受講支援等 

・資格取得支援として、勤務の調整等行う事に

より、職員が研修や講習を受けやすい環境を整

えている。 

多
様
な
働
き
方
の
推
進 

〇子育てや家族などの介護等と仕事の両立を

目指すための休業制度等の充実、事業所内

託児施設の整備    

〇職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短

時間正規職員制度の導入、職員の希望に即

した非正規職員か正規職員への転換の制度

等の整備    

〇業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職

員相談窓口の設置等相談体制の充実 

・産休、育休が取得しやすいように代替職員の

確保を行う。 

 

・職員の事情に合わせ、職務の選択が可能にな

っている。 

 

 

・心理カウンセラーとの契約により相談しやすい

環境の整備を現在行っている。 

業
務
改
善
の
取
組 

〇高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事

の配膳、下膳などのほか、経理や労務、広報

なども含めた介護業務以外の業務の提供）等

による役割分担の明確化 

・高齢の職員の要望を聞き、放課後等デイサー

ビス事業における児童受入れ業務等整備して

いる。 

や
り
が
い
・
働
き
が
い 

〇ミーティング等による職場内コミュニケーショ

ンの円滑化による個々の福祉・介護職員の気

づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善

    

    

  

・朝礼、夕礼等を行い気になったことを報告して

いる。 

・ヒヤリハットの積極的な活用を行っている。 

 


